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○

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

納
付
し
な

納
付
し
な

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

け
れ
ば
な

区

分

手
数
料
の
額

ら
な
い
者

ら
な
い
者

一
～
六

（
略
）

（
略
）

一
～
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

七

法
第

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に

十
一
万
二
千
五

七

法
第

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に

十
一
万
二
千
五

十
八
条

つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
承
認

百
円
（
電
子
承

十
七
条

つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
承
認

百
円
（
電
子
承

第
一
項

に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を
し
た

認
申
請
の
場
合

の
二
第

に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を
し
た

認
申
請
の
場
合

の
承
認

航
空
機

に
あ
っ
て
は
、

一
項
の

航
空
機

に
あ
っ
て
は
、

を
申
請

十
一
万
二
千
円

承
認
を

十
一
万
二
千
円

す
る
者

）

申
請
す

）

る
者

ロ

そ
の
他
の
航
空
機

十
三
万
八
千
二

ロ

そ
の
他
の
航
空
機

十
三
万
八
千
二

百
円
（
電
子
承

百
円
（
電
子
承

認
申
請
の
場
合

認
申
請
の
場
合

に
あ
っ
て
は
、

に
あ
っ
て
は
、

十
三
万
七
千
七

十
三
万
七
千
七

百
円
）

百
円
）

八

法
第

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に

七
万
千
六
百
円

八

法
第

イ

法
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
の
能
力
に

七
万
千
六
百
円

十
八
条

つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
承
認

（
電
子
承
認
申

十
七
条

つ
い
て
同
項
の
認
定
を
受
け
た
者
が
承
認

（
電
子
承
認
申
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第
三
項

に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を
し
た

請
の
場
合
に
あ

の
二
第

に
係
る
設
計
及
び
設
計
後
の
検
査
を
し
た

請
の
場
合
に
あ

の
承
認

航
空
機

っ
て
は
、
七
万

三
項
の

航
空
機

っ
て
は
、
七
万

を
申
請

千
二
百
円
）

承
認
を

千
二
百
円
）

す
る
者

申
請
す

ロ

そ
の
他
の
航
空
機

十
一
万
六
百
円

る
者

ロ

そ
の
他
の
航
空
機

十
一
万
六
百
円

（
電
子
承
認
申

（
電
子
承
認
申

請
の
場
合
に
あ

請
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
一

っ
て
は
、
十
一

万
二
百
円
）

万
二
百
円
）

（
削
る
）

九

法
第

二
千
四
百
円
（

十
八
条

電
子
証
明
申
請

第
一
項

の
場
合
に
あ
っ

の
予
備

て
は
、
千
九
百

品
証
明

五
十
円
）

を
申
請

す
る
者

九

法
第

イ

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

六
十
万
四
千
七

十

法
第

イ

初
め
て
認
定
を
申
請
す
る
場
合

六
十
万
四
千
七

二
十
条

百
円
（
電
子
情

二
十
条

百
円
（
電
子
情

第
一
項

報
処
理
組
織
に

第
一
項

報
処
理
組
織
に

の
事
業

よ
り
認
定
を
申

の
事
業

よ
り
認
定
を
申

場
の
認

請
す
る
場
合
（

場
の
認

請
す
る
場
合
（

定
を
申

以
下
こ
の
号
に

定
を
申

以
下
こ
の
号
に

請
す
る

お
い
て
「
電
子

請
す
る

お
い
て
「
電
子

者

認
定
申
請
の
場

者

認
定
申
請
の
場

合
」
と
い
う
。

合
」
と
い
う
。

）
に
あ
っ
て
は

）
に
あ
っ
て
は

、
六
十
万
四
千

、
六
十
万
四
千

二
百
円
）

二
百
円
）
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ロ

そ
の
他
の
場
合

二
十
四
万
三
千

ロ

そ
の
他
の
場
合

二
十
四
万
三
千

六
百
円
（
電
子

六
百
円
（
電
子

認
定
申
請
の
場

認
定
申
請
の
場

合
に
あ
っ
て
は

合
に
あ
っ
て
は

、
二
十
四
万
三

、
二
十
四
万
三

千
百
円
）

千
百
円
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

次
に
掲
げ
る
設
計
に
基
づ
き
修
理
又
は
改
造
を
す
る
航
空
機
に
つ
い

二

次
に
掲
げ
る
設
計
に
基
づ
き
修
理
又
は
改
造
を
す
る
航
空
機
に
つ
い

て
法
第
十
七
条
第
一
項
の
修
理
改
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

て
法
第
十
七
条
第
一
項
の
修
理
改
造
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に

お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
第
六
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
十
三
万
八

お
け
る
手
数
料
の
額
は
、
こ
の
表
第
六
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
十
三
万
八

千
二
百
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

千
二
百
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

イ

法
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

イ

法
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項

又
は
第
十
八
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
設
計

又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
設

計

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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○

航
空
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令
第
三
百
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

航
空
法
関
係
手
数
料
令
（
平
成
九
年
政
令
第
二
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

う
に
改
正
す
る
。

（
略
）

（
略
）

別
表
第
一
第
一
号
中
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

別
表
第
一
第
一
号
中
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
」

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
（
以
下
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
」

と
い
う
。
）
証
明
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
「
電
子
証
明
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。

と
い
う
。
）
証
明
を
申
請
す
る
場
合
（
以
下
「
電
子
証
明
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。

）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申

）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申

請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ

請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
二
号
中
「
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ

る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
承
認
を
申
請
す
る
場

る
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
承
認
を
申
請
す
る
場

合
（
以
下
「
電
子
承
認
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合

合
（
以
下
「
電
子
承
認
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
場
合

」
に
、
「
（
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
四

」
に
、
「
（
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
表
第
四

号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ

号
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
電
子
承
認
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ

る
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
認
定
を
申
請
す
る
場

る
」
に
改
め
、
同
表
第
九
号
中
「
電
子
証
明
申
請
の
」
を
「
電
子
申
請
に
よ
る
」
に

合
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
認
定
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子

改
め
、
同
表
第
十
号
中
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
り
認
定
を
申
請
す
る
場
合
（
以

申
請
に
よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
認
定
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
電
子
認
定
申
請
の
場
合
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子
申
請
に

改
め
る
。

よ
る
場
合
」
に
、
「
（
電
子
認
定
申
請
の
」
を
「
（
電
子
申
請
に
よ
る
」
に
改
め
る

。

（
略
）

（
略
）


